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【
ま
と
め
】

　

ま
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
の
長
期
ケ
ア
（
Ａ

Ｗ
Ｂ
Ｚ
）
と
日
本
の
介
護
保
険
の
違
い

を
明
確
に
し
て
お
く
。

１　

負
担
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
率
が

大
き
く
違
う
。
オ
ラ
ン
ダ
は
12
・
65
％

だ
が
、
こ
れ
は
若
年
者
へ
の
障
害
給
付

も
含
む
の
で
、
そ
れ
を
差
引
く
と
約

８
・
４
％
分
が
高
齢
者
給
付
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
す
べ
て
被
保

険
者
負
担
で
使
用
者
負
担
は
な
い
。
オ

ラ
ン
ダ
の
場
合
、
給
付
費
の
４
分
の
３

が
保
険
料
で
、
残
り
が
サ
ー
ビ
ス
利
用

者
の
一
部
負
担
と
国
の
負
担
で
あ
る
。

　

全
体
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
の
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ

と
比
べ
る
と
、
日
本
の
介
護
保
険
料
負

担
は
若
年
層
で
は
10
分
の
１
程
度
と
考

回
復
期
病
院
や
リ
ハ
ビ
リ
病
院
を
置
く

な
ら
老
人
保
健
施
設
の
短
期
性
は
失
わ

れ
る
た
め
長
期
化
が
妥
当
）、
又
は
特

養
に
医
師
を
置
い
た
場
合
は
報
酬
を
増

や
し
て
介
護
保
険
か
ら
給
付
し
、
そ
の

代
り
、
さ
ら
に
医
療
療
養
病
床
を
含
め

最
低
医
師
３
人
を
必
要
と
す
る
療
養
病

床
を
新
し
い
医
師
１
人
の
介
護
施
設
に

転
換
し
て
い
く
の
が
適
当
と
考
え
ら
れ

る
。

３　

日
本
の
政
策
へ
の
反
映

　

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
に
お
け

る
オ
ラ
ン
ダ
方
式
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
一

般
医
療
保
険
が
短
期
対
応
に
限
ら
れ
る

こ
と
（
た
だ
し
、
医
療
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ

比
は
家
庭
医
へ
の
配
分
は
多
く
な
い
に

も
関
わ
ら
ず
９
・
２
％
と
高
い
）、
一

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る

よ
う
に
負
担
の
格
段
に
大
き
い
オ
ラ
ン

ダ
が
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
を

Ｗ
Ｍ
Ｏ
に
移
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
日
本
に
妥
当
す
る
と
は

言
え
な
い
。

２　

給
付
に
つ
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の

Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
が
１
年
以
上
の
医
療
、
施
設

給
付
及
び
在
宅
の
看
護
・
介
護
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
て
い
る
が
、
施
設
給
付
に

は
医
師
１
人
を
擁
す
る
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ

ー
ム
を
含
ん
で
お
り
、
在
宅
の
医
療
そ

の
も
の
は
家
庭
医
を
介
し
て
一
般
医
療

（
Ｚ
Ｖ
Ｗ
）
か
ら
給
付
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
日
本
に
引
き
直
せ

ば
、
医
師
１
人
が
必
置
の
老
人
保
健
施

設
に
長
期
入
所
さ
せ
る
（
医
療
保
険
で

般
医
療
以
外
は
、
一
年
以
上
の
長
期
の

医
療
を
提
供
す
る
施
設
ケ
ア
を
含
め
長

期
ケ
ア
保
険
か
ら
支
出
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
に
反
映
さ
せ
る

と
す
れ
ば
、
わ
が
国
の
規
定
路
線
で
あ

る
介
護
療
養
病
床
の
廃
止
だ
け
で
な
く
、

医
療
療
養
病
床
も
廃
止
し
、
そ
の
代
り

現
在
の
療
養
病
床
よ
り
大
幅
に
費
用
抑

制
型
の
医
師
１
人
の
施
設
で
長
期
入
所

で
き
る
介
護
施
設
類
型
を
新
た
に
作
り
、

療
養
病
床
を
そ
れ
に
転
換
さ
せ
て
い
く

べ
き
で
あ
る
。

　

家
事
援
助
を
市
町
村
事
業
で
あ
る
地

域
支
援
事
業
に
委
ね
る
の
は
、
わ
が
国

に
お
い
て
も
介
護
保
険
導
入
以
前
の
形

に
近
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
オ

ラ
ン
ダ
の
Ｗ
Ｍ
Ｏ
の
よ
う
に
社
会
保
険

に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
断
念
し
て
は

い
な
い
。
地
域
支
援
事
業
は
あ
く
ま
で

も
介
護
保
険
事
業
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

た
だ
し
保
険
給
付
本
体
と
異
な
り
事
業

に
使
っ
て
よ
い
費
用
に
は
上
限
（
現
在

は
総
介
護
事
業
費
の
３
％
）
が
設
け
ら

れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
適
切
に
引
き

上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
支
持

を
得
つ
つ
費
用
抑
制
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

● 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人　

福
祉
未
来
研
究
所

第
２
章　

オ
ラ
ン
ダ
の
短
期
医
療
と
長
期
ケ
ア
の
対
象
区
分
の

基
準
と
わ
が
国
に
お
け
る
長
期
ケ
ア
の
総
合
化
の
た
め
の
提
言

介
護
と
医
療
の
実
質
的
連
携
と
医
療
費
効
率
化

の
た
め
の
提
言
―
オ
ラ
ン
ダ
の
制
度
を
参
考
と
し
て
―
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ベ
ッ
ド
が
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
及
び
ケ

ア
施
設
ベ
ッ
ド
へ
と
変
更
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
見
る
と
、
日
本
の

よ
う
に
３
人
以
上
の
多
く
の
医
師
を
擁

し
て
１
年
以
上
入
院
で
き
る
病
院
が
あ

る
国
が
減
少
し
つ
つ
あ
る
中
で
、
こ
れ

か
ら
回
復
期
と
慢
性
期
機
能
と
い
う
分

類
を
新
た
に
設
け
よ
う
と
す
る
の
は
、

師
が
決
定
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、

決
定
ま
で
に
時
間
を
要
す
る
。
そ
の
間
、

病
院
の
移
行
支
援
看
護
師
が
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
と
し
て
一
定
の
役
割
を
担
っ

て
い
る
。
ま
た
、
施
設
入
所
を
適
切
に

管
理
す
る
上
で
は
、
ケ
ア
ニ
ー
ズ
を
判

断
す
る
地
方
自
治
体
に
所
属
す
る
地
域

看
護
師
（neighborhood nurse

）
が

一
定
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の
介
護
施
設
に
入
所
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
は
、
わ
が
国
ほ
ど
で
は

な
い
が
長
期
に
わ
た
っ
て
待
つ
こ
と
に

な
る
の
は
、
わ
が
国
と
同
様
で
あ
る
。

　

な
お
、
長
期
ケ
ア
が
病
院
で
行
わ
れ

て
い
る
か
否
か
、
に
つ
い
て
の
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
調
査
で
は
９
、

▽
オ
ラ
ン
ダ
は
、
な
し

▽
カ
ナ
ダ
、
イ
タ
リ
ア
、
韓
国
、
ア
メ

リ
カ
は
あ
る
と
す
る
が
、
平
均
の
入
院

期
間
は
不
明
（
ア
メ
リ
カ
は
25
日
以
上

の
ケ
ア
と
し
て
い
る
）

▽
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
及
び
イ

ギ
リ
ス
は
デ
ー
タ
が
得
ら
れ
な
い
、
と

さ
れ
、

▽
フ
ラ
ン
ス
は
、
従
来
病
院
の
長
期
ベ

ッ
ド
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
法
令
の

見
直
し
で
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
及
び

ケ
ア
施
設
ベ
ッ
ド
に
変
更
さ
れ
た
。

▽
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
、
エ
ー
デ
ル
改

革
に
よ
っ
て
、
３
万
１
０
０
０
の
医
療

Ⅰ　

長
期
ケ
ア
に
お
け
る
医
療
介
護
提

供
体
制

１　

オ
ラ
ン
ダ
の
医
療
介
護
提
供
体
制

　

施
設
ケ
ア
は
、
２
０
０
９
年
で
は
４

７
９
の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
、
１
１
３

１
の
ケ
ア
ホ
ー
ム
（residential 

hom
es

）
及
び
双
方
を
兼
ね
る
２
９
０

の
施
設
に
、
約
17
万
人
が
生
活
し
て
い

る
４
。
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
は
必
ず

医
師
が
お
り
、
一
方
ケ
ア
ホ
ー
ム
に
施

設
入
居
者
の
６
割
が
住
ん
で
い
て
ナ
ー

シ
ン
グ
ホ
ー
ム
の
入
居
者
ほ
ど
の
医
療

の
必
要
度
が
な
い
者
と
さ
れ
て
い
る
５
。

た
だ
し
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
に
お
け
る
ケ
ア

が
近
年
複
雑
化
し
て
き
て
お
り
、
両
者

の
区
別
は
あ
い
ま
い
に
な
り
つ
つ
あ
る

と
す
る
意
見
も
あ
る
。
人
口
に
占
め
る

施
設
入
所
者
の
割
合
は
80
〜
84
歳
10
％
、

85
〜
89
歳
20
％
、
90
〜
94
歳
35
％
、
95

歳
以
上
52
％
、
と
年
齢
の
上
昇
と
と
も

に
急
激
に
高
ま
り
、
80
歳
以
上
全
体
で

は
19
・
８
％
で
あ
っ
た
６
（
２
０
０
６

年
）。

　

在
宅
ケ
ア
は
、
２
４
８
の
在
宅
ケ
ア

組
織
（
事
業
者
）
と
２
５
５
の
ナ
ー
シ

ン
グ
ホ
ー
ム
／
ケ
ア
ホ
ー
ム
に
よ
っ
て

提
供
さ
れ
、
在
宅
ケ
ア
利
用
者
は
61
万

第
一
節　

オ
ラ
ン
ダ
と
わ
が
国
の

長
期
ケ
ア
の
状
況
の
比
較

人
（
総
人
口
の
４
・
８
％
）
に
の
ぼ
っ

て
い
る
７
（
２
０
０
７
年
）。
80
歳
以

上
の
在
宅
ケ
ア
利
用
率
は
男
31
％
、
女

56
％
で
あ
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
と
日
本
に
お
け
る
施
設
の

種
類
別
最
低
配
置
医
師
数
は
表
１
の
と

お
り
で
あ
る
。
家
庭
医
診
療
所
（
Ｇ
Ｐ

の
い
る
所
）
に
は
、
実
際
の
サ
ー
ビ
ス

提
供
者
と
し
て
は
、
医
師
の
他
に
多
様

な
機
能
を
持
つ
医
療
助
手
、
ナ
ー
ス
プ

ラ
ク
テ
ィ
シ
ョ
ナ
ー
が
い
る
場
合
も
多

い
。
特
徴
的
な
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ナ

ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
は
必
ず
１
人
の
医

師
が
専
属
配
置
さ
れ
て
お
り
、
ナ
ー
シ

ン
グ
ホ
ー
ム
医
が
専
門
医
の
地
位
を
得

て
い
る
こ
と
で
あ
る
８
。
こ
れ
は
、
わ

が
国
は
も
ち
ろ
ん
他
の
欧
米
諸
国
に
は

な
い
制
度
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

夜
間
に
医
師
が
常
駐
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
、
わ
が
国
で
言
え
ば
、
老

健
施
設
と
同
じ
医
師
配
置
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
退
院
調
整
は
移
行
支
援
看

護
師
（transfer nurse

）
と
い
う
専

門
職
が
担
う
な
ど
、
医
療
か
ら
介
護
へ

の
連
携
が
行
い
や
す
い
の
も
、
オ
ラ
ン

ダ
の
特
長
と
な
っ
て
い
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
で
の
退
院
後
の
患
者
の
流

れ
に
つ
い
て
は
、
病
院
が
退
院
後
に
つ

い
て
も
責
任
を
有
す
る
た
め
、
病
院
に

所
属
す
る
老
年
学
の
専
門
医
で
あ
る
医

表１　施設の種類と最低配置医師数
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（
３
）
Ｗ
Ｍ
Ｏ　

自
己
負
担
、
市
町
村

民
税
及
び
国
か
ら
の
基
金
に
よ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の
保
険
料

は
使
用
者
の
保
険
料
負
担
が
な
く
被
保

険
者
だ
け
の
負
担
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
非
常
に
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い

る
（
障
害
者
分
を
除
い
て
オ
ラ
ン
ダ
の

保
険
料
率
は
８
・
４
％
、
日
本
の
協
会

け
ん
ぽ
の
介
護
保
険
料
率
は
１
・
７

％
）。

　

ま
た
、
各
制
度
の
支
出
額
は
Ｚ
Ｖ
Ｗ

（
２
０
１
２
） 

３
６
９
億
ユ
ー
ロ
、
Ａ

Ｗ
Ｂ
Ｚ
（
２
０
１
３
）
２
７
６
億
ユ
ー

ロ
、
Ｗ
Ｍ
Ｏ
（
２
０
１
１
）
42
億
ユ
ー

ロ
と
な
っ
て
い
る
。

２　

日
本
の
費
用
負
担

（
１
） 

国
民
健
康
保
険　

公
費
50
％
、

自
己
負
担
30
％
、
保
険
料
月
７
１
６
６

円
（
協
会
け
ん
ぽ
10
％
）

（
２
） 

後
期
高
齢
者
医
療
保
険　

公
費

50
％
、
自
己
負
担
10
〜
30
％
、
保
険
料

月
５
２
７
５
円
、

（
３
） 

介
護
保
険　

公
費
は
給
付
費
の

50
％
、
自
己
負
担
10
％
、
保
険
料
は
給

付
費
の
50
％
（
１
号
保
険
料
は
月
４
９

７
２
円
、
２
号
保
険
料
率
１
・
７
％
）

　

日
本
の
介
護
保
険
で
は
、
40
歳
か
ら

65
歳
ま
で
は
２
号
被
保
険
者
で
、
保
険

者
に
よ
っ
て
料
率
が
異
な
る
が
、
協
会

が
い
れ
ば
対
応
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

胃
ろ
う
等
で
看
護
や
医
療
的
介
護
を

要
す
る
者
が
療
養
病
床
に
入
院
し
て
い

る
が
、
こ
れ
ら
も
老
健
施
設
並
み
の
看

護
介
護
職
員
（
必
要
で
あ
れ
ば
配
置
の

見
直
し
）
で
、
対
処
で
き
よ
う
。

３　

以
上
か
ら
、
日
本
の
療
養
病
床
は
、

オ
ラ
ン
ダ
の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
と
同

様
に
位
置
づ
け
、
医
師
１
人
の
介
護
施

設
と
し
て
も
よ
い
と
す
る
の
が
オ
ラ
ン

ダ
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
教
訓
と
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
特
養
に
常
駐
の
医
師
が

配
置
さ
れ
た
場
合
に
は
介
護
報
酬
上
老

健
施
設
並
み
の
評
価
を
す
る
の
も
適
当

な
措
置
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
高
齢
者

医
療
費
の
縮
減
に
も
役
立
つ
と
考
え
ら

れ
る
。

Ⅱ　

費
用
負
担

１　

オ
ラ
ン
ダ
の
費
用
負
担

（
１
）
Ｚ
Ｖ
Ｗ
（
２
０
１
２
）
公
費
６

％
、
自
己
負
担
５
％
、
定
額
保
険
料
36

％
、
所
得
比
例
保
険
料
53
％

（
２
）
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
（
２
０
１
３
） 

公
費

16
％
、
自
己
負
担
９
％
、
保
険
料
75
％

　

保
険
料
率
は
12
・
65
％
（
う
ち
、
高

齢
者
分
は
８
・
４
％
）
で
、
全
額
被
保

険
者
負
担
（
使
用
者
負
担
は
な
い
）

　

施
設
ケ
ア
の
７
割
給
付
、
在
宅
ケ
ア

の
利
用
者
の
70
％
カ
バ
ー

こ
う
し
た
流
れ
に
逆
行
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
回
復
期
機
能
は
わ
が
国
の
場

合
、
帰
宅
ま
で
の
回
復
期
を
担
う
目
的

で
設
立
さ
れ
た
老
健
施
設
の
機
能
と
重

複
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
医
師
３
人
を

擁
す
る
慢
性
期
機
能
の
病
院
を
維
持
す

る
必
要
が
あ
る
の
か
見
直
さ
れ
て
い
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

２　

日
本
の
医
療
介
護
提
供
体
制

　

病
院
の
基
本
的
考
え
方
は
、
夜
間
に

も
医
師
に
よ
る
治
療
が
あ
り
得
る
こ
と

か
ら
医
師
３
人
が
最
低
配
置
数
と
さ
れ
、

３
人
で
24
時
間
を
カ
バ
ー
す
る
こ
と
と

な
っ
て
い
る
（
表
１
）。
そ
の
分
、
診

療
報
酬
も
高
い
。
す
な
わ
ち
、
オ
ラ
ン

ダ
の
よ
う
に
、
入
院
日
数
と
医
療
行
為

を
行
っ
た
日
数
に
差
が
な
い
の
が
入
院

治
療
の
通
常
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に

入
院
期
間
中
の
１
週
間
に
１
回
と
か
、

１
か
月
に
１
回
し
か
医
師
に
よ
る
医
療

行
為
が
な
い
患
者
と
い
う
の
は
、
医
師

を
最
低
３
人
を
擁
す
る
病
院
へ
の
入
院

の
必
要
が
ほ
と
ん
ど
な
い
証
左
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
１
週
間

に
１
回
と
か
、
１
か
月
に
１
回
し
か
医

師
に
よ
る
医
療
行
為
が
な
い
患
者
の
医

療
ニ
ー
ズ
は
、
在
宅
患
者
の
場
合
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
、
老

健
施
設
の
よ
う
に
、
昼
間
１
人
の
医
師

け
ん
ぽ
を
例
に
取
る
と
１
・
72
％
（
被

保
険
者
負
担
０
・
86
％
）
で
あ
る
。
65

歳
以
上
の
１
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は

全
国
平
均
で
４
９
７
２
円
、
65
歳
以
上

の
平
均
収
入
の
３
・
03
％
の
負
担
で
あ

る
。
日
本
の
場
合
、
給
付
費
の
半
分
が

保
険
料
で
、
残
り
の
半
分
は
地
方
と
国

で
半
々
に
負
担
し
て
お
り
、
こ
の
他
に

一
部
負
担
が
一
割
あ
る
。
地
方
分
は
住

民
税
、
固
定
資
産
税
を
含
む
地
方
収
入

全
体
の
う
ち
介
護
保
険
負
担
分
は
２
・

46
％
と
考
え
ら
れ
、
国
分
は
国
債
や
法

人
税
を
含
む
国
の
収
入
全
体
の
う
ち
介

護
保
険
負
担
分
は
１
・
82
％
に
過
ぎ
な

い
。

　

ま
た
、
全
体
の
額
と
し
て
は
、
２
０

１
１
年
度
で
医
療
保
険
（
国
保
等
と
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
の
合
計
額
）
30
・

３
兆
円
、
介
護
保
険
７
・
６
兆
円
、
障

害
者
支
援
事
業
（
社
会
福
祉
費
）
５
・

３
兆
円
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
仮
に
、
日
本
の
介
護
保
険

の
給
付
を
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
２
０
１
１
年

の
オ
ラ
ン
ダ
並
み
（
た
だ
し
、
Ａ
Ｗ
Ｂ

Ｚ
か
ら
障
害
給
付
を
除
く
）
に
拡
大
す

る
と
、
そ
れ
は
現
在
の
日
本
の
介
護
保

険
の
規
模
を
１
・
６
倍
に
す
る
こ
と
を

意
味
し
10
、
現
在
の
財
源
構
成
を
変
え

な
い
と
仮
定
す
る
と
、
現
時
点
で
１
号

被
保
険
者
の
平
均
保
険
料
は
月
約
５
０
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健
施
設
に
入
所
し
て
い
る
。

１　

オ
ラ
ン
ダ
の
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の
歴
史
を

見
る
と
、
１
９
６
８
年
に
制
度
が
で
き

た
と
き
の
給
付
対
象
は
、
精
神
障
害
な

ど
の
施
設
入
所
者
の
看
護
、
介
護
、
食

事
及
び
宿
泊
費
に
限
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
後
１
９
８
０
年
に
在
宅
看
護
・
介
護

に
拡
大
さ
れ
、
地
方
自
治
体
が
供
給
し

て
い
た
家
事
援
助
が
１
９
９
２
年
に
、

ケ
ア
ホ
ー
ム
の
費
用
が
２
０
０
０
年
に
、

そ
れ
ぞ
れ
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
に
移
管
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
施
設
に
お
け
る
精
神
科
医
、

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医
及
び
ナ
ー
シ

ン
グ
ホ
ー
ム
医
に
よ
る
医
療
費
も
Ａ
Ｗ

Ｂ
Ｚ
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

負
担
は
、
保
険
料
０
・
41
％
か
ら

12
・
65
％
に
ま
で
増
え
、
か
つ
、
労
使

折
半
か
ら
労
働
者
単
独
負
担
に
変
更
さ

れ
て
き
て
い
る
13
。

　

最
近
に
な
っ
て
、
逆
方
向
に
動
き
出

し
、
１
年
未
満
の
精
神
科
医
療
は
２
０

０
８
年
か
ら
Ｚ
Ｖ
Ｗ
に
戻
さ
れ
、
家
事

援
助
も
２
０
０
８
年
か
ら
地
方
自
治
体

に
移
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
低

レ
ベ
ル
の
施
設
外
サ
ー
ビ
ス
が
廃
止
さ

第
三
節　

わ
が
国
に
お
け
る
長
期

ケ
ア
の
総
合
化
の
た
め
の
提
言

は
、
合
併
症
を
起
こ
し
た
よ
う
な
極
め

て
特
殊
な
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
Ｗ
Ｍ
Ｏ
は
保
険
シ
ス
テ
ム
で

は
な
く
公
費
（
税
）
負
担
に
依
る
シ
ス

テ
ム
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の

対
象
に
は
、
高
齢
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
だ

け
で
な
く
、
障
害
者
向
け
サ
ー
ビ
ス
が

含
ま
れ
て
い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
。

２　

精
神
疾
患
に
つ
い
て
の
基
準
12

　

２
０
０
８
年
ま
で
は
、
精
神
医
療
は

１
年
未
満
の
も
の
も
含
め
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
に

よ
り
給
付
さ
れ
て
い
た
が
、
２
０
０
８

年
以
降
、
他
の
疾
病
と
同
じ
よ
う
に
１

年
を
基
準
と
す
る
上
記
の
基
準
へ
と
変

更
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
他
の
疾
病
で
１

年
を
超
す
入
院
と
い
う
の
は
、
合
併
症

を
起
こ
し
た
よ
う
な
極
め
て
特
殊
な
場

合
と
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
か
ら
支

払
わ
れ
る
１
年
を
超
す
入
院
と
し
て
は

精
神
疾
患
が
大
宗
で
あ
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
約
９
万
人
が
認
知

症
、
う
つ
病
な
ど
の
高
齢
者
（
全
高
齢

者
の
約
４
％
）
で
あ
り
、
２
０
０
９
年

の
統
計
で
は
、
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
な

ど
高
齢
者
施
設
入
所
者
の
17
万
人
に
対

し
て
、
精
神
保
健
施
設
入
所
者
は
１
・

６
万
人
と
約
10
分
の
１
で
あ
っ
た
。
若

年
層
を
含
め
る
と
約
10
万
人
が
３
つ
の

精
神
病
院
を
含
む
約
１
０
０
の
精
神
保

０
０
円
か
ら
８
０
０
０
円
に
、
２
号
被

保
険
者
の
保
険
料
率
は
１
・
７
％
か
ら

２
・
７
％
に
上
昇
す
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
で
は
長
期
ケ
ア
の
利
用
者

が
在
宅
・
施
設
と
も
に
日
本
よ
り
は
る

か
に
高
い
割
合
で
あ
る
（
65
歳
以
上
人

口
の
Ｌ
Ｔ
Ｃ
受
給
者
割
合
は
日
本
の

12
・
６
％
に
対
し
て
オ
ラ
ン
ダ
は
19
・

４
％
、
65
歳
以
上
人
口
千
人
当
た
り
Ｌ

Ｔ
Ｃ
ベ
ッ
ド
数
は
日
本
の
37
・
４
に
対

し
て
オ
ラ
ン
ダ
は
68
・
５
）
が
、
現
在

そ
の
コ
ス
ト
削
減
に
熱
心
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
施
設
の
定
員
も
３
分
の
１
を

削
減
す
る
計
画
で
あ
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
で
は
費
用
の
お
よ
そ
４
分

の
３
を
被
保
険
者
が
負
担
す
る
こ
と
も

あ
り
、
被
保
険
者
負
担
だ
け
で
12
・
65

％
の
保
険
料
で
は
高
す
ぎ
る
と
い
う
こ

と
で
、
オ
ラ
ン
ダ
は
改
革
を
始
め
た
わ

け
だ
が
、
日
本
は
被
保
険
者
が
保
険
料

と
し
て
負
担
す
る
の
は
費
用
の
半
分
で

前
述
の
よ
う
な
負
担
に
な
る
。
こ
の
負

担
で
は
無
理
だ
と
言
う
人
が
多
数
な
ら
、

こ
れ
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
な
給
付

は
難
し
い
し
、
サ
ー
ビ
ス
が
良
け
れ
ば

そ
の
額
を
払
っ
て
も
良
い
と
言
う
人
が

多
数
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
並

み
の
給
付
を
目
指
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ど
の
程
度
の
給
付
を
良
し
と
す
る
か

の
決
定
方
法
は
難
し
い
。
た
だ
し
、
日

本
は
オ
ラ
ン
ダ
に
比
べ
る
と
若
年
層
は

８
・
４
％
に
対
し
０
・
86
％
、
高
齢
者

は
８
・
４
％
に
対
し
３
・
３
％
と
低
い

負
担
の
保
険
料
率
に
よ
っ
て
11
、
オ
ラ

ン
ダ
と
比
較
し
て
も
相
当
の
給
付
を
行

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
が

全
体
と
し
て
高
い
保
険
料
の
故
に
家
事

援
助
を
Ｗ
Ｍ
Ｏ
に
移
す
か
ら
と
い
っ
て
、

直
ち
に
模
倣
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え

ら
れ
る
。

第
二
節　

オ
ラ
ン
ダ
の
一
般
医
療

（
Ｚ
Ｖ
Ｗ
）
と
長
期
ケ
ア
（
Ａ
Ｗ

Ｂ
Ｚ
）
の
対
象
区
分
の
基
準

１　

保
険
に
よ
る
給
付
の
基
本
的
基
準

　

Ｚ
Ｖ
Ｗ
は
一
年
未
満
の
入
院
並
び
に

ケ
ア
ホ
ー
ム
入
所
者
及
び
在
宅
者
へ
の

医
療
を
、
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
は
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ

ー
ム
で
の
医
療
、
ケ
ア
ホ
ー
ム
及
び
ナ

ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
で
の
看
護
・
介
護
、

在
宅
で
の
看
護
・
介
護
並
び
に
１
年
以

上
継
続
す
る
入
院
を
、
地
域
支
援
（
Ｗ

Ｍ
Ｏ
）
は
、
順
次
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
か
ら
移
行

さ
れ
つ
つ
あ
る
家
事
援
助
や
精
神
病
予

防
を
、
給
付
し
て
い
る
。

　

入
院
医
療
が
引
続
き
１
年
以
上
に
な

る
と
、
自
動
的
に
Ｚ
Ｖ
Ｗ
の
保
険
者
か

ら
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
の
保
険
者
に
変
換
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
１
年
を
超
す
入
院
と
い
う
の
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に
よ
っ
て
費
用
を
修
正
す
る
と
、
９
・

５
万
円
の
う
ち
７
・
５
万
円
分
は
医
師

護
師
数
が
８
人
違
っ
て
費
用
の
単
価
の

差
が
９
・
５
万
円
あ
り
、
看
護
師
の
数

れ
（
２
０
１
３
年
）、
２
０
１
４
年
か

ら
Ａ
Ｗ
Ｂ
Ｚ
給
付
の
う
ち
の
デ
イ
ケ
ア

サ
ー
ビ
ス
や
個
人
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
が

廃
止
さ
れ
、
２
０
１
５
年
か
ら
は
さ
ら

に
広
く
Ｗ
Ｍ
Ｏ
に
移
管
さ
れ
、
保
険
業

務
を
行
っ
て
い
た
ケ
ア
オ
フ
ィ
ス
が
長

期
的
に
は
廃
止
さ
れ
る
予
定
と
さ
れ
て

い
る
14
。

２　

こ
う
し
た
オ
ラ
ン
ダ
の
流
れ
を
見

る
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
介
護
保
険

の
範
囲
を
拡
大
し
て
大
き
な
保
険
料
負

担
と
な
る
と
、
逆
方
向
に
縮
小
せ
ざ
る

を
得
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、【
ま
と

め
】
に
述
べ
た
よ
う
に
、
若
年
被
保
険

者
の
保
険
料
負
担
に
限
っ
て
言
え
ば
、

オ
ラ
ン
ダ
で
は
我
が
国
の
約
10
倍
の
負

担
率
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ナ
ー
シ
ン
グ

ホ
ー
ム
も
平
均
１
年
の
待
機
が
あ
る
と

さ
れ
て
お
り
15
、
こ
の
点
に
は
留
意
を

要
す
る
。
さ
ら
に
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
退

院
後
の
ケ
ア
に
つ
い
て
は
病
院
に
責
任

が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
も
参
考
に
値

し
よ
う
16
。

３　

支
払
わ
れ
る
費
用

　

我
が
国
に
お
け
る
１
人
１
月
当
た
り

費
用
（
以
下
、「
単
価
」
と
略
称
）
を

比
較
す
る
と
、
２
０
１
２
年
度
で
、
特

養
28
・
０
万
円
、
老
健
29
・
５
万
円
、

が
２
名
多
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
介
護
療
養
病
床
を
オ

表２　入所者１００人当たりの最低配置人員基準

職　種 特養 老健 介護療養

医　師
１名

（非常駐）
１名 ３名

看護職員 ３名 ９名 １７名

介護職員 ３１名 ２５名 １７名

表３　療養病床に関する実態と試算

介
護
療
養
施
設
39
・
２
万
円
と
な

っ
て
い
る
（
表
３
）。

　

一
方
、
入
所
者
１
０
０
人
当
た

り
の
最
低
配
置
人
員
基
準
は
、
表

２
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
特
養
と
老
健

は
必
要
看
護
師
数
が
６
人
違
っ
て

費
用
の
単
価
の
差
が
１
・
５
万
円

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
老
健
と
介

護
療
養
は
医
師
数
が
２
人
及
び
看
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る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

図
１
は
国
民
医
療
費
の
人
口
１
人
当

た
り
医
療
費
を
、
医
療
費
の
最
も
少
な

い
15
〜
19
歳
を
１
・
０
と
し
た
と
き
の

各
年
齢
階
級
の
医
療
費
の
大
き
さ
で
あ

る
。
介
護
保
険
導
入
前
の
１
９
９
９
年

度
に
は
医
療
費
の
最
も
高
い
年
齢
層
で

あ
る
85
歳
以
上
は
15
〜
19
歳
の
約
23
倍

で
あ
っ
た
が
、
２
０
０
０
年
度
か
ら
の

介
護
保
険
導
入
に
よ
る
介
護
療
養
病
床

等
へ
の
移
行
に
よ
り
２
０
１
１
年
度
に

は
約
15
倍
に
ま
で
減
っ
て
い
る
。
更
に
、

表
３
の
試
算
（
６
）
の
ケ
ー
ス
で
医
療

費
１
・
37
兆
円
の
低
下
が
75
歳
以
上
の

各
年
齢
層
の
入
院
費
で
比
例
的
に
起
き

た
と
仮
定
す
る
と
、
２
０
１
１
Ａ
の
よ

う
に
75
歳
以
上
の
１
人
当
た
り
医
療
費

は
２
０
１
１
年
度
よ
り
大
き
く
低
下
し
、

85
歳
以
上
は
15
〜
19
歳
の
約
13
倍
に
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
医
療
療
養
病
床
等

を
老
健
並
み
の
費
用
に
転
換
し
介
護
保

険
負
担
に
す
る
と
、
欧
米
と
比
較
し
て

高
い
と
さ
れ
る
わ
が
国
の
高
齢
者
の
医

療
費
を
大
き
く
下
げ
る
効
果
を
有
す
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　
４　

医
療
と
介
護
の
総
合
化
の
た
め
の

提
言

（
１
） 

総
合
化
の
論
点
と
し
て
は
、
以

下
の
点
で
あ
る
。

ま
で
下
が
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
介
護

費
は
約
９
０
０
億
円
低
下
す
る
（
表

３
）。
医
療
療
養
病
床
の
単
価
も
同
様

に
老
健
の
単
価
ま
で
下
が
っ
た
と
仮
定

す
る
と
、
医
療
費
は
約
５
７
０
０
億
円

低
下
す
る
。

　

さ
ら
に
、
印
南
教
授
の
指
摘
す
る

「
一
般
病
床
の
中
に
も
社
会
的
入
院
継

続
が
16
・
５
万
人
い
る
17
」
点
を
参
考

に
、
次
の
２
つ
の
試
算
を
行
っ
た
（
表

３
）。

（
ａ
） 

一
般
病
床
の
10
％
に
お
い
て
社

会
的
入
院
が
存
在
し
、
そ
の
単
価
（
医

療
療
養
の
単
価
と
仮
定
）
が
老
健
の
単

価
ま
で
下
が
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
医

療
費
は
約
１
６
０
０
億
円
低
下
す
る
。

（
ｂ
） 

一
般
病
床
の
25
％
に
お
い
て
社

会
的
入
院
が
存
在
し
、
そ
の
単
価
（
70

万
円
と
仮
定
）
が
老
健
の
単
価
ま
で
下

が
っ
た
と
仮
定
す
る
と
、
医
療
費
は
約

８
０
０
０
億
円
低
下
す
る
。

　

全
て
の
療
養
病
床
の
単
価
が
老
健
の

単
価
ま
で
下
が
り
、
さ
ら
に
（
ｂ
）
の

ケ
ー
ス
ま
で
想
定
す
る
と
節
約
さ
れ
る

医
療
費
は
1
兆
３
７
０
０
億
円
、
節
約

さ
れ
る
介
護
費
は
９
０
０
億
円
と
推
計

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
医
療
費
・
介
護
費
低
下
に
よ

っ
て
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
こ
れ
ま
で
と

同
様
な
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
は
確
保
さ
れ

の
費
用
は
月
31
・
５
万
円
に
低
下
す
る
。

介
護
療
養
病
床
の
単
価
が
老
健
の
単
価

ラ
ン
ダ
の
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
の
よ
う

に
必
要
医
師
数
を
１
人
と
す
れ
ば
、
そ

図１　年齢階級別人口１人当たり国民医療費（15〜19歳＝1.0）：1999,2009,2011年度
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。
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だ
し
、
こ
の
当
初
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労
使
折
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と
い
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の
は
、
前
身
の
Ｚ
Ｖ

Ｗ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
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２
０
１
２
年
度
報
告
書
「
オ
ラ
ン

ダ
の
医
療
・
介
護
保
険
制
度
」
ｐ
43
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研
究
」

東
洋
経
済
新
聞
社
２
０
０
９
、
ｐ
１
４

８
。
16
・
５
万
床
は
一
般
病
床
の
約
25

％
に
当
た
る
。

て
お
り
、
２
０
１
３
年
に
は
約
12
万
人

と
さ
れ
る
。

５　

R
olden　

に
よ
れ
ば
、
Ｚ
Ｚ
Ｐ

（
要
介
護
度
）
の
レ
ベ
ル
１
―
４
が
ケ

ア
ホ
ー
ム
入
居
者
、
５
―
８
が
ナ
ー
シ

ン
グ
ホ
ー
ム
入
居
者
の
基
準
で
あ
る
と

す
る
。
２
０
１
１
年
度
本
研
究
報
告
書

「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
医
療
・
介
護
サ

ー
ビ
ス
の
調
整
」
ｐ
31
―
32
参
照
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10　

日
本
の
２
０
１
２
年
度
の
介
護
総

費
用
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
１
・
７
％
で
あ
る
。

一
方
、
オ
ラ
ン
ダ
の
２
０
１
１
年
の
高

齢
者
介
護
費
（
障
害
者
に
対
す
る
給
付

を
除
く
）
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
２
・
７
％
と
見

込
ま
れ
る
。

11

 
日
本
の
若
年
層
は
、
協
会
け
ん
ぽ

の
１
・
72
％
の
半
分
を
被
保
険
者
分
と

し
、
高
齢
者
は
２
０
１
２
国
民
生
活
基

礎
調
査
の
高
齢
者
世
帯
の
１
人
当
た
り

す
る
。

② 

新
し
い
介
護
施
設
の
費
用
負
担
は
、

高
齢
化
に
伴
い
高
齢
者
の
負
担
割
合
が

増
え
て
い
く
介
護
保
険
方
式
を
維
持
し

た
上
で
、
介
護
保
険
が
負
担
す
る
。

③ 

新
し
い
長
期
入
所
施
設
と
し
て
の

介
護
施
設
の
施
設
許
可
者
は
、
こ
れ
ま

で
の
よ
う
に
都
道
府
県
の
許
可
と
い
う

の
で
は
な
く
、
10
万
人
以
上
の
人
口
規

模
を
前
提
に
市
に
移
管
す
る
。
す
な
わ

ち
特
例
市
の
基
準
を
人
口
10
万
人
に
下

げ
、
そ
れ
以
上
の
人
口
の
市
は
市
の
許

可
で
よ
い
こ
と
と
す
る 

。

な
お
、
本
稿
は
、
平
成
23
年
度
厚
生
労

働
科
学
研
究
費
補
助
金
（
政
策
科
学
推

進
研
究
事
業
）「
医
療
・
介
護
連
携
に

お
い
て
共
有
す
べ
き
情
報
に
関
す
る
研

究
」（
Ｈ
23
―
政
策
―
一
般
―
０
０
９
）

を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
注
】

４ 

２
０
１
１
年
度
報
告
書
「
オ
ラ
ン

ダ
に
お
け
る
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の

調
整
」
ｐ
33
―
34

　

た
だ
し
、
平
成
２
５
年
度
「
高
齢
者

の
健
康
長
寿
を
支
え
る
社
会
の
仕
組
み

や
高
齢
者
の
暮
ら
し
の
国
際
比
較
研

究
」
国
際
長
寿
セ
ン
タ
ー
ｐ
44
に
よ
れ

ば
、
施
設
入
居
者
数
は
急
激
に
減
少
し

①
療
養
病
床
を
老
健
並
み
の
医
師
１
人
、

必
要
に
応
じ
て
看
護
介
護
者
の
上
乗
せ

を
し
て
胃
ろ
う
な
ど
の
医
療
ニ
ー
ズ
が

高
い
長
期
療
養
者
の
た
め
の
施
設
へ
と

変
換
し
、
新
し
い
介
護
施
設
と
す
る
か
。

②
そ
の
療
養
施
設
の
給
付
を
医
療
保
険

で
行
う
か
、
介
護
保
険
で
行
う
か
。

③
75
歳
以
上
の
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
１
つ
の
制
度
で
提
供
す
る
の
が
合
理

的
か
否
か
。

（
２
） 

問
題
点
と
し
て
は
、

①
現
行
療
養
病
床
は
、
１
人
当
た
り
の

床
面
積
が
狭
い
の
で
、
現
行
老
健
並
み

の
広
さ
を
要
件
と
す
る
た
め
に
、
猶
予

期
間
を
設
け
て
転
換
を
促
す
必
要
が
あ

る
。

②
運
用
責
任
者
と
施
設
許
可
者
は
同
じ

で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
現
行
特
養

の
よ
う
に
、
入
所
者
決
定
な
ど
の
運
用

責
任
者
は
市
町
村
で
、
施
設
許
可
者
は

都
道
府
県
と
い
う
よ
う
な
分
か
れ
方
で

よ
い
の
か
。

③
75
歳
以
上
の
医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
１
つ
の
制
度
に
し
た
場
合
の
保
険
者

を
誰
に
す
る
か
。

（
３
） 

本
稿
で
の
結
論
と
し
て
、
次
の

よ
う
な
日
本
の
制
度
改
正
を
提
言
す
る
。

① 

６
年
間
の
猶
予
期
間
を
設
け
て
療

養
病
床
を
老
健
並
み
の
医
師
設
置
数
、

及
び
広
さ
に
し
、
新
し
い
介
護
施
設
と


